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町田市下水道条例の一部を改正する条例 

 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和８年(２０２６年)３月９日 
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町田市下水道条例の一部を改正する条例 

町田市下水道条例（平成６年１２月町田市条例第２６号）の一部を次のように改正

する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

（排水設備の工事の施行） （排水設備の工事の施行） 

第８条 排水設備の新設等の工事は、市長の指

定を受けた者（以下「町田市排水設備工事指

定工事店」という。）でなければ行ってはな

らない。ただし、災害その他非常の場合にお

いて、市長以外の法第４条第１項に規定する

公共下水道管理者の指定を受けた者（以下「そ

の他指定工事店」という。）に当該工事を行

わせる必要があると市長が認めるときは、こ

の限りでない。 

第８条 排水設備の新設等の工事は、市長の指

定を受けた者（以下「町田市排水設備工事指

定工事店」という。）でなければ行ってはな

らない。 

（町田市排水設備工事指定工事店等の義務） （町田市排水設備工事指定工事店の義務） 

第８条の５ 町田市排水設備工事指定工事店

（第８条ただし書の規定により、その他指定

工事店が工事を行う場合にあっては、当該そ

の他指定工事店）は、下水道に関する法令、

この条例、この条例に基づく規則その他市長

が定めるところに従い、排水設備の新設等の

工事を施行しなければならない。 

第８条の５ 町田市排水設備工事指定工事店

は、下水道に関する法令、この条例、この条

例に基づく規則その他市長が定めるところに

従い、排水設備の新設等の工事を施行しなけ

ればならない。 

（排水設備工事責任技術者等の義務） （排水設備工事責任技術者の義務） 

第８条の１０ 排水設備工事責任技術者（第８

条ただし書の規定により、その他指定工事店

が工事を行う場合にあっては、当該その他指

定工事店が排水設備工事責任技術者に相当す

る技能を有するものとして選任する者）は、

下水道に関する法令、この条例、この条例に

基づく規則その他市長が定めるところに従

い、排水設備の新設等の工事に関する技術上

の管理及び施行に当たらなければならない。 

第８条の１０ 排水設備工事責任技術者は、下

水道に関する法令、この条例、この条例に基

づく規則その他市長が定めるところに従い、

排水設備の新設等の工事に関する技術上の管

理及び施行に当たらなければならない。 

 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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